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農用地利用計画の設定又は変更に係る同意基準 

 

                          平成22年5月31日千葉県策定 

                          平成28年4月1日改正 

 

農業振興地域の整備に関する法律（以下「法」という。）第8条第1項の規定に基づき

定められる市町村の農業振興地域整備計画のうち、同条第2項第1号に定める農用地利用

計画（農用地区域及びその区域内にある土地の農業上の用途区分）の設定又は変更に係

る知事による法第8条第4項（法第13条第4項において準用する場合を含む。）の同意基

準を、地方自治法第250条の2の規定に基づき、次のとおり定める。 

 

第１ 基本的事項 

  同意基準の基本的事項は次のとおりとする。 

１ 農用地区域の設定又は農用地区域の変更にあたっては、法第10条第3項各号で定

める土地が農用地区域として定められること。 

２ 法第10条第3項各号で農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であっても、

同条第4項に規定される土地は、農用地区域には含まれないものとする。 

３ 法第10条第3項各号に該当する土地のうち、農用地等以外の用途に供することを

目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外する農用地区域の変更は、法

第13条第2項各号に掲げる要件のすべてが満たされる場合に限り、することができ

ること。 

 

第２ 農用地区域の用途区分及び設定基準に関する事項 

１ 用途区分 

    農用地区域は、農用地等として利用すべき土地の区域であり、農用地等とは 

法第３条各号に掲げる土地をいうが、具体的には、それぞれ次のとおりである。 

(1) 農用地 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第１項に規定する「農地」及び｢採 

 草放牧地｣に該当するものをいう。                                  

(2)混牧林地 

主として木竹の生育に供されるものであって、従として耕作又は養畜の業務の

ための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地をいう。 

(3)土地改良施設用地 

農用地、混牧林地における土壌侵食、地すべり等の災害を防止するために必要

なため池、排水路、階段工、土留工、防風林等及び土地の農業上の効用を高める

ために直接必要なかんがい排水施設、農道、牧道等の施設の用に供される土地を

いう。 
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(4)農業用施設用地 

畜舎、蚕室、温室（床面がコンクリート敷のものを含む。）、植物工場（閉鎖さ

れた空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。）、

たい肥舎、サイロ、農産物の集出荷、加工、貯蔵又は販売のための施設、農機具

等収納施設等、法施行規則第１条各号に掲げる施設の用に供される土地をいう。 

２ 農用地区域に含まれるべき土地 

    農用地区域は、今後おおむね１０年以上にわたり農用地等としての利用を確保

すべき土地について定めるものであり、同区域に含めるべき土地については法第

１０条第３項の各号に定めるとおりであるが、その運用に当たっては、次のとお

り行う。 

(1)集団的に存在する農用地（法第１０条第３項第１号） 

   集団的に存在する農用地の規模は１０ヘクタール以上とするが、その算定にあ

たっては、道路・鉄道その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等を境界と

することとなるが、農用地が連たんすることによる農作業の効率性等の面から優

良農地として農用地区域とするものであり、これらの地形、地物等であっても通

作等に支障が生じないものである場合には、境界とせず一団の土地とすること。 

(2) 土地改良事業等の施行に係る区域内の土地（法第１０条第３項第２号） 

    土地改良事業等の事業が行われた土地は農業生産性が高い土地であることから、

農用地区域とするものであるが、一定の整備水準が確保されており、かつ、施行

に係る区域の特定が可能であることが必要であることから、国の直轄又は補助に

係る事業で土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）施行後に実施されたもので

次に該当する事業を対象としたものであること。 

① 農業用用排水施設の新設または変更（当該事業の施行により農業の生産性の

向上が相当程度図られると見込まれない土地、いわゆる不可避受益地にあって

は、当該事業を除く。） 

② 区画整理 

③ 農用地の造成（昭和３５年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を

除く。） 

④ 埋立て又は干拓 

⑤ 客土、暗きょ排水その他土地の改良又は保全のために必要な事業 

なお、主として農用地の災害を防止することを目的とする防災事業や非農用地

区域捻出を主な目的とする集落土地基盤整備事業、緊急に必要な補強工事を行

うことにより農業用用排水施設の機能の維持及び安全性の確保を図る基幹水利

施設補修事業などは、法第１０条第３項第２号の土地改良事業等に含まれない

ものとするが、農業用用排水施設の変更であって、従前の機能の維持を図るこ

とを目的とする更新事業は、法第１０条第３項第２号の土地改良事業に含まれ

る。 

(3) 集団的に存在する農用地及び土地改良事業等の施行に係る区域内の土地の保全
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又は利用上必要な施設の用に供される土地（法第１０条第３項第３号） 

土地改良施設の用に供される土地で、このうち集団的に存在する農用地及び土

地改良事業等の施行に係る区域内の土地に接しているものが一般的に該当する。 

(4) 農業用施設用地（法第１０条第３項第４号） 

集団的な農業用施設用地としての規模である２ヘクタール以上の用地について

は、河川、道路等線的な施設により土地が分断されている場合であっても、その

相互間の往来に支障がなく、土地利用上一体的なものとして考え得る場合には、

一つの団地として扱うことができる。 

     農業用施設のうちア）製造又は加工の用に供する施設とは、当該施設を設置・

管理する農業者自らが生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置さ

れる市町村の区域内若しくは農業振興地域内で生産される農畜産物（以下「農業

者自らの生産する農畜産物等」という。）の製造（加工）施設であって、農業者自

らの生産する農畜産物等の使用の割合が他の農畜産物よりも量的又は金額的に多

いものに限る。なお、農畜産物を製造（加工）するために、必要不可欠な農畜産

物以外の原材料を使用することは差し支えないと考えられる。イ）販売の用に供

する施設とは農業者自らが生産する農畜産物等の販売施設又は農業者自らが生産

する農畜産物等を原材料として製造（加工）したものを販売する施設であって、

農畜産物の販売施設にあっては、農業者自らの生産する農畜産物等の販売の割合

が他の農畜産物よりも量的又は金額的に多いもの、農畜産物等を原材料として製

造(加工)したものを販売する施設にあっては、農業者自らの生産する農畜産物等

を量的又は金額的に５割以上使用して製造(加工)したものを販売するものに限る

ものであることに留意する。なお、農畜産物を製造（加工）するために、必要不

可欠な農畜産物以外の原材料を使用することは差し支えないと考えられる。 

(5) 農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の

農業上の利用を確保することが必要である土地（法第１０条第３項第５号） 

       農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の

農業上の利用を確保することが必要である土地として農用地区域を定めるに当

たっては、その土地の位置、地形その他の自然的条件、土地利用の動向、地域の

人口及び産業の将来の見通し等を考慮するとともに、地域の農業者の意見を十分

聴いて、将来のあるべき土地利用の方向を見定めつつ、優良な農用地等の確保に

努めることが重要であるが、その具体例は次のとおりである。 

① 産地形成の観点から確保することが必要なもの。 

② 優良農地の保全や一体的整備等の観点から確保することが必要なもの。 

③ 農業生産の担い手の育成の観点から確保することが必要なもの。 

④ 環境保全の観点等から確保することが必要なもの。 
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３ 農用地区域に含まれない土地 

法第１０条第３項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であっても

同条第４項に規定する土地は農用地区域には含まれないこととするものであり、

その具体的な適用に当たっては次の事項に留意する。 

(1)  土地改良法第７条第４項に規定する非農用地区域内の土地（独立行政法人森

林総合研究所法（平成 11 年法律第 198 号）附則第 9条第 3項の規定によりなお

その効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法（平成 14年法律第

130 号）第 15 条第 6 項及び独立行政法人森林総合研究所法附則第 11 条第 3 項

の規定によりなお効力を有するとされた旧農用地整備公団法（昭和 49年法律第

43 号）第 21 条第 6 項において準用するものを含む。） 

       農用地区域に含まれない土地として非農用地区域を農用地区域から除外する

のは、当該非農用地区域の区域が確定した段階に行うことが望ましい。 

       また、非農用地区域の土地について、土地改良施設用地又は農業用施設用地

としてその用地の確保と計画的な配置を図る場合等、地域の農業振興を図る上

で農用地区域に含めることが適当と考えられる場合については、農用地区域か

ら除外しないこととしても差し支えないと考えられる。なお、非農用地区域の

設定を伴う土地改良事業を行うに当たっては、当該非農用地区域の設定のため

の農用地利用計画の変更により変更後の農用地利用計画に支障を及ぼさないこ

とが確認されることが必要である。 

  (2)  優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成 10 年法律第 41 号）第４条第

１項の認定を受けた優良田園住宅の用に供される土地 

     農用地区域に含まれない土地は、優良田園住宅の建設の促進に関する法律第

４条第４項及び第５項に規定する協議が整ったものに限られる。 

(3) 農村地域工業等導入促進法（昭和 46 年法律第 112 号）等の法律に基づく施設

の用に供される土地 

     農村地域工業等導入促進法等の法律に基づく計画又は構想においては、施設

整備の対象になる区域が定められているが、当該施設の立地により農用地利用

計画に支障を及ぼさないことが確認されることが必要である。また、農用地区

域から除外する時期は、事業主体が確定し、施設の用に供する土地の区域が明

確になるなど整備が具体化する段階が適当である。なお、施設整備の具体化に

際し、市町村及び県の内部において、施設整備担当部局と農振担当部局は相互

に連絡調整を行うとともに、農振担当部局は上記について十分確認することが

適当である。 

 (4) 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に定める施設の用に供され

る土地 

    法施行規則第４条の４第１項第２７号にいう「地域の農業の振興に関する地方
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公共団体の計画」（以下「振興計画」という。）は、農業的土地利用と非農業的土

地利用との計画的な調整が図られることとなるものであるとともに、特定の農業

者の利益ではなく地域の農業振興を図る観点から定められるもので、策定の際、

同規則の定めに基づくほか、次のことに留意することが必要である。 

① 振興計画は、地域の農業の振興に資するものであり、当該市町村の農業の振

興方策等に即したものであることはもとより、議会の議決を経て定められた

当該市町村の建設に係る基本構想その他の市町村の地域振興に関する計画と

の調和が図られたものであること。 

② 振興計画の策定に当たっては、知事と調整を図ること。 

③ 土地改良事業等完了後８年未経過の土地を有する場合、その必要性について 

十分検討すること。 

(5) 市町村整備計画に定める施設 

法施行規則第４条の４第１項第２８号に定める市町村整備計画に基づき整備

する施設の用に供される土地についても、振興計画と同様、農用地区域に含ま

れない土地とするものであり、(4)の振興計画と同様な考え方に基づくものであ

ること。 

(6) その他公益性が特に高いと認められる事業に係る施設の用に供される土地 

公益性の特に高い事業に係る施設の用に供される土地のうち、道路、鉄道等

線的施設及び航路標識、灯台、信号のような特定地点に存する点的施設など、

当該地へ立地することがやむを得ず、農業的土地利用に支障を及ぼすおそれが

少ない施設の用に供される土地をいうものであること。 

 

 


